
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ４ 月７ 日 

 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 

後期高齢者医療主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

審査支払機能に関する改革工程表について 

 

医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会等の審査支払機能の整合

的かつ効率的な在り方については、「審査支払機関改革における今後の取組」

（令和２年３月厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会）

及び「規制改革実施計画」（令和２年７月 17日閣議決定）に基づき、令和２年

９月より「審査支払機能の在り方に関する検討会」が開催され、本年３月 29

日に報告書がとりまとめられたところです。 

これを踏まえ、今般、厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康

保険中央会は「審査支払機能に関する改革工程表」（令和３年３月 31日厚生労

働省・社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会）を策定し、これに基

づき改革を実行していくこととしていますので、その旨ご了知いただくととも

に、都道府県におかれましては、管内市町村（特別区を含む。）、国民健康保険

組合へ周知のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、同工程表は、「審査結果の不合理な差異の解消に向けた工程表」及び

「システムの整合的かつ効率的な在り方に向けた工程表」から構成され、国民

に質の高い医療サービスを効率的に提供することを目的としており、国民皆保

険を支える国民健康保険及び後期高齢者医療制度の安定的な維持発展を図る

観点からも非常に重要です。 

厚生労働省としても、国民健康保険の保険者及び後期高齢者医療広域連合へ

の支援を含め、引き続き積極的な対応・取組を行ってまいりますので、今後の

改革の実行に向けてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（別添） 

・審査支払機能に関する改革工程表 

御中 


